
議案第１２号 

 

 

   三芳町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 

 三芳町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

三芳町長  林  伊 佐 雄 

 

 

提案理由 

水道事業における持続可能な事業運営を継続するため、水道料金の改定を行う必要があ

ることから、本条例を改正したく、提案するものである。 
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   三芳町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 三芳町水道事業給水条例（昭和４３年三芳町条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２７条第１項第１号及び第２号を削り、同項第３号中「口径３０ミリ以上及び臨時用

については、」を削り、同号を同項第 1号とし、同項第４号中「口径３０ミリ以上及び臨時

用については、」を削り、同号を同項第２号とする。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１ 別紙 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金で、施行日以後初めて水

道料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。 
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６，１７０ 円

７，５１０ 円

８，８５０ 円

１３，４１０ 円

２１，４６０ 円

５３，６６０ 円

２，１２０ 円

１００ｍｍ

１５０ｍｍ

円 １㎥につき

５０ｍｍ

１００円

１㎥につき

４０ｍｍ

６４０

３０ｍｍ

２５ｍｍ ２，１２０

０～５㎥ ６～１０㎥

１３ｍｍ ６００

２０ｍｍ

５１～２５０㎥１１～５０㎥

１㎥につき

臨時用

２５１～３，０００㎥

円 ５０円

「１か月につき」

口径別 基本料金

従　　量　　料　　金

円

７５ｍｍ

１㎥につき　２７０円

別表第１（第２３条関係）

３，００１㎥以上

１４０円

１㎥につき

２１０円 ２６０円

１㎥につき １㎥につき

２７０円
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参考 

三芳町水道事業給水条例 新旧対照表 

改正後 現行 

（特別の場合における料金の算定） （特別の場合における料金の算定） 

第２７条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をや

めたときの料金は、次のとおりとする。 

第２７条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をや

めたときの料金は、次のとおりとする。 

 (1) 使用水量が、基本水量の２分の１以下のときは、基本料金

の２分の１ 

 (2) 使用水量が、基本水量の２分の１を超えるときは、１月と

して算定した金額 

(1)                   使用水量が１立

方メートルに満たないときは、基本料金の２分の１ 

(3) 口径３０ミリ以上及び臨時用については、使用水量が１立

方メートルに満たないときは、基本料金の２分の１ 

(2)                   使用水量が１立

方メートル以上のときは、１月として算定した金額 

(4) 口径３０ミリ以上及び臨時用については、使用水量が１立

方メートル以上のときは、１月として算定した金額 

  

 

4



三芳町水道事業給水条例　新旧対照表

改正後 現行

３，００１㎥以上

６，１７０ 円 ４，３７０ 円 １㎥につき

７，５１０ 円 ５，３２０ 円 ２２０円

８，８５０ 円 ６，２７０ 円

１３，４１０ 円 ９，５００ 円

２１，４６０ 円 １５，２００ 円

５３，６６０ 円 ３８，０００ 円

２，１２０ 円 １，５００ 円 １㎥につき　２２０円

別表第１（第２３条関係） 「１か月につき」

口径別 基本料金

従　　量　　料　　金

０～５㎥ ６～１０㎥ １１～５０㎥ ５１～２５０㎥ ２５１～３，０００㎥ ３，００１㎥以上

１３ｍｍ ６００ 円 １㎥につき １㎥につき １㎥につき １㎥につき １㎥につき １㎥につき

２０ｍｍ ６４０ 円 ５０円 １００円 １４０円 ２１０円 ２６０円 ２７０円

２５ｍｍ ２，１２０ 円

３０ｍｍ

４０ｍｍ

５０ｍｍ

７５ｍｍ

１００ｍｍ

１５０ｍｍ

臨時用 １㎥につき　２７０円

２５１～３，０００㎥

２０ｍｍ ４５０ 円

２５ｍｍ

０円

「１箇月につき」

口径別 基本料金

従　　量　　料　　金

０～５㎥ ６～１０㎥ １１～５０㎥ ５１～２５０㎥

３０ｍｍ １㎥につき １㎥につき１㎥につき

０円

１㎥につき
９０円

１３ｍｍ ４２５ 円

１１０円

１，５００ 円 ０円
１㎥につき
１００円

臨時用

４０ｍｍ １７０円 ２１０円

５０ｍｍ

７５ｍｍ

１００ｍｍ

別表第１

１５０ｍｍ
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